
 

申請用写真サイズ等の変更のお知らせ 

令和 5年 2月 28日からタクシー業務適正化特別措置法施行規則（昭和 45年運輸省令第六十六号）
第三条第三項に基づく、タクシー運転者の登録申請書に添付する申請者の写真サイズについては、
下記の通り変更となりますのでお知らせいたします。 
なお、各種申請書に添付する写真サイズについても同様となりますので、ご留意いただきますよ

うお願いいたします。 
記 

１ 申請用写真サイズ 
縦 6センチメートル×横 4 センチメートル 
（単独、無帽、正面、無背景、顔の大きさ 3 センチメートル以上） 

２ 写真を添付する申請書 
「登録申請書」 第二号様式 
「運転者証交付申請書」 第九号様式 
「運転者証訂正・再交付申請書」 第十号様式 
「事業者乗務証交付申請書」 第十四号様式 
「事業者乗務証訂正・再交付申請書」 第十五号様式 

３ 変更日 
令和 5 年 2月 28 日以降に当該申請を行うもの 

※ 現在使用中の運転者証、事業者乗務証のお写真を張り替える必要はありません。 
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以上 
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